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第1部 

新たな経営計画の策定 
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本市では、平成21年の政令指定都市移行に伴う都市ビジョンの策定や平成22年から

の地方公営企業法の財務適用（企業会計へ移行）等を契機とし、一層の効率的な経営

を目指す観点から、平成24年度に「岡山市下水道事業経営計画」を策定し、事業を推

進してきました。 

一方で、人口減少・高齢化の問題や激甚化する自然災害、老朽化施設の問題の顕在

化、エネルギーに関する関心の高まりなど下水道事業を取り巻く社会環境は大きく変

化しています。また、本市における総合計画の見直しや国における新下水道ビジョン

の策定、下水道法の改正、経営戦略策定の要請等、下水道事業を推進していく上で考

慮すべき事項についても変化しています。さらに、現行の経営計画にもとづき事業を

進める中で、対応が必要な新たな課題も生じています。 

こうした状況の変化に適切に対応するため、今般、現行の計画を見直し、新たな

「下水道事業経営計画」を策定することにしました。 

新たな経営計画では、下水道事業を取り巻く現状と課題について、データ等にもと

づき可能な限り客観的に整理・分析しました。また、未普及対策や浸水対策、耐震・

耐津波対策、環境問題への対応等の施策のほか、下水道サービスを提供する上で必要

な経営資源（施設、財源、人材）について、課題と今後10年間の取組の方向性を示す

ことにしました。 

下水道河川局では、今後、新たな経営計画にもとづき事業を進めることで、市民の

皆様に持続的・安定的な下水道サービスを提供してまいります。 

 （1）策定の背景 
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 見込まれる人口減少 

我が国の総人口は、2004年（平成16年）をピークに、人口減少に転じています。平成24年

に公表された国立社会保障・人口問題研究所の人口推計（中位推計）によると、2004年の

ピーク時の総人口1億2,784万人に対し、2030年（平成42年）には1億1,662万人、2060(平

成72年)年には8,674万人となり、約50年で3割の人口減少が予想されています。 

一方、岡山市の人口は、岡山市独自の推計（岡山市基本推計）で、2020年（平成32年）を

ピークに人口減少に転じ、2035年（平成47年）には70万人を下回ることが予想されていま

す。（なお、岡山市将来展望推計では、2025年（平成37年）の72万人程度をピークに人口減

少に転じ、2055年（平成67年）には70万人を下回ることが予想されています。 

 

 

 全国で頻発する大雨による被害 

平成23年9月の台風12号により岡山市でも甚大な浸水被害が発生しましたが、近年、全国

各地で大雨による被害が発生しています。 

平成26年8月には、広島市で最大時間雨量121㎜の大雨により、同市安佐南区、安佐北区等

では、住宅地背後の土砂崩れによる大規模土石流が発生し、死者74人、全壊家屋133棟、浸

水被害4,100棟以上という甚大な被害が発生しました。また、平成27年9月には茨城、栃木、

宮城の3県で計19河川の堤防が決壊する大規模な浸水被害が発生しました。特に、一級河川鬼

怒川で起きた堤防の決壊は、茨城県常総市に大きな被害をもたらし、浸水面積は市全体の3分

の1に当たる約40k㎡に及びました。 

 

 ① 下水道事業を取り巻く環境 

『岡山市人口ビジョン H27年10月』より 

「岡山市基本推計」は、本市が独自に実施した将来人口推計。 

「岡山市将来展望推計」は、上記基本推計を基に、合計特殊出生率について、国の『まち・ひ

と・しごと創生「長期ビジョン」』が想定する出生率に置き換えた場合の長期推計。 

※本計画において、下水道処理人口普及率や下水道使用料収入の見込等にあたって

は、「岡山市基本推計」を用いています。 
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 南海トラフ巨大地震による地震・津波想定 

平成24年8月に内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が「南海トラフを震源と

する巨大地震による津波高・浸水域等及び被害想定」を公表しました。それによると死者は

最大で32万人と推計され、このうち岡山県では、いずれも最大で震度6強、津波高3～4mで

死者1,200人、全壊建物34,000棟、浸水面積12.3㎢とされています。岡山市の多くの下水道

施設が存在する市南部においても、震度6以上の揺れや、液状化、津波浸水が想定されていま

す。  

 

 

 

 老朽化施設への関心の高まり 

平成24年12月に発生した笹子トンネル天井板落下事故は、高度成長期に建設された社会イ

ンフラの老朽化に警鐘を鳴らした出来事であり、インフラのすべての分野において、老朽化

への本格的な取組が進められる契機となりました。 

平成25年11月には、国においてインフラ長寿命化基本計画が策定され、（1）安全で強靭

なインフラシステムの構築、（2）総合的・一体的なインフラマネジメントの実現、（3）メ

ンテナンス産業によるインフラビジネスの競争力強化等、目指すべき姿と取組の方向性が示

されました。さらに、この計画を踏まえ、平成26年4月には、地方公共団体の公共施設等につ

いて施設の統廃合や改築・更新等を定める公共施設等総合管理計画の策定が、総務省より地

方公共団体に対して要請されました。 

 

 

 

 

国土交通省HP 『『平成27年9月関東・東北豪雨』に係 

る鬼怒川の洪水被害及び復旧状況等について 』より 

国土交通省 『平成26年8月20日豪雨 広島土砂災害

[速報版] 』より 
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 エネルギー問題への関心の高まり 

平成23年3月の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、社会全体の

エネルギー問題への関心が高まり、節電に関する取組や再生可能エネルギーの普及促進等エネ

ルギーに関する様々な取組が進められています。平成26年4月に閣議決定された国のエネル

ギー基本計画においても、徹底した省エネルギー社会の実現や再生可能エネルギーの導入加速

等の方向性が示されています。 

岡山市においても、平成24年3月に策定された「第2次岡山市環境基本計画」や「岡山市地

球温暖化対策実行計画」にもとづき、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入を進めていま

す。 

 

内閣府HP 第18回経済財政諮問会議配布資料より 
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岡山市第六次総合計画の策定 

岡山市は、平成２１年４月の政令指定都市移行に合わせて、「岡山市都市ビジョン新・岡

山市総合計画」を策定し、これに基づき着実にまちづくりを進めてきました。 

一方、我が国を取り巻く社会経済状況が大きく変化し、今後岡山市においても、人口減少

社会の到来が見込まれる中、変化を実感したいという市民のまちづくりへの期待の高まりを

踏まえ、岡山市らしさを発揮しながら、都市の活力を生み出し、さらなる岡山市の発展を実

現していくことが求められています。 

このため、岡山市第六次総合計画は、「水と緑」に象徴される上記都市ビジョンの理念を

引き継ぎながら、住みやすさに一層の磨きをかけるとともに、国内外を視野に入れた未来志

向の躍動感のあるまちづくりを、市民と行政が協働して進めることにより、まちの変化を創

出し、まちの活力、市民の岡山への愛着と誇りを高めることをめざし、策定することとして

います。新たな総合計画は、長期構想、中期計画（仮称）の２層構成とし、長期構想では、

「都市づくりの基本目標」と「将来都市像」を定めるとともに、その実現に向けた「都市づ

くりの基本方向」 を示すこととしています。また、計画期間は、平成28年度（2016年度）

から平成37年度（2025年度）までの10年間としています。 

 

 

国土交通省における新下水道ビジョンの策定及び下水道法等の改正 

国土交通省では、国の下水道政策の方針を定める新たな下水道ビジョンを平成26年7月に

策定しています。この中では、下水道の使命として、「持続的発展が可能な社会」、「循環

型社会」、「強靭な社会」、「新たな価値の創造」及び「国際社会」への貢献を定めるとと

もに、「持続」と「進化」の観点から今後の施策の方向、目標を定めています。これを踏ま

えて、平成27年5月には、下水道法等の改正がなされました。この中では、雨水公共下水道制

度の創設等浸水対策への対応、下水道の維持修繕基準の創設等持続的な下水道機能確保への

対応、さらには民間による下水道管への熱交換器設置等再生可能エネルギー推進等について

 ② 経営計画に関連する各種計画の策定等 
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改正がなされています。 

 

 

国土交通省資料より 
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総務省における経営戦略策定の推進 

地方公共団体が実施する公営企業は、施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に

伴う料金収入の減少等により、経営環境が厳しさを増しています。このような中、平成26年8

月に総務省から「公営企業の経営に当たっての留意事項について」が通知されました。その中

では、持続可能な事業運営を行うためには、的確な現状把握、中長期的視野に基づく計画的な

経営、さらに経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取組むことが必要とされています。

また、各公営企業に対して、１０年以上を基本とする「経営戦略」の策定が要請されました。 

 

 

総務省HP 『 公営企業の経営に当たっての留意事項について（説明資料）』より 
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 （2）現行の経営計画 

現行の経営計画は、平成24年度から平成33年度までの10年間を期間とした計画となっていま

す。その中で、下水道事業の課題と施策として以下の５つを掲げています。 

 

(1)下水道未普及地域の解消（汚水処理施設整備事業） 

 ・人口集中地区（DID）での汚水処理普及率の概成等 

(2)集中豪雨等による都市浸水（浸水対策事業） 

 ・浸水常襲地域への重点化した施設整備等 

(3)下水道施設の地震対策（耐震化事業） 

 ・業務継続計画（BCP）の策定等 

(4)下水道施設の老朽化（長寿命化推進事業） 

 ・ライフサイクルコストの適切な縮減による改築更新費用の平準化及び更新時期の分散化等 

(5)環境問題への配慮（環境負荷の軽減） 

 ・下水汚泥のリサイクル等 

 

また、下水道事業の経営についても、現状分析と取組の方向性をまとめています。 

 

①経営の現状 

・節水による使用料収入の伸び悩み、低い接続率 

・企業債残高の減少、一般会計繰入金の減少等 

②今後の取組 

・接続促進等による下水道使用料の確保、合併特例の有利な国庫補助の活用 

・経費節減と経営の効率化、企業債残高や基準外繰入金の削減、人材育成等 

 

また、11の項目について数値目標を定め、平成27年度、30年度、33年度の達成目標を掲げて

います。なお、それらの取組状況を次のページに示します。 

 ① 計画の概要 
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数値目標を定めた11項目のうち、8項目で目標を達成、あるいは達成が見込まれています。 

 ② 取組状況 

項    目 H24年度 H27年度 
H26年度末 

実績値 
達成状況 H30年度 H33年度 

① 下水道処理人口普及率 64% 67% 65.1% △ 70% 71%(H32) 

② 公共下水道への接続率 84.7% 87% 86.9% ○ 89% 90%(H32) 

③ 
下水道使用料の資本費充当

率 
84.7% 91.80% 92.９% ○ 97.5% 

１００%

(H32) 

④ 
下水道による 

 都市浸水対策面積 
2,416ha 2,557ha 2,416ha △ 2,561ha 3,807ha 

⑤ 
処理場・ポンプ場の 

 建築構造物の耐震化率 

（※耐震診断の割合） 
37% 40% 

43% 
○ 46% 54% 

18/26施設 

⑥ 
下水道施設 

 長寿命化計画策定診断率 
54% 78% 

100% 
○ 87% 100% 

23/23施設 

⑦ 下水道管改築率 67% 100% 78%(H25) △     

⑧ 合流式下水道改善率 74% 100% 100% ○ 100% 100% 

⑨ 高度処理率 97% 97% 97% ○ 97% 97% 

⑩ 下水汚泥リサイクル率 100% 100% 100% ○ 100% 100% 

⑪ 企業債未償還残高 2,419億円 2,335億円 2,331億円 ○ 2,286億円 2,191億円 

 
※達成状況     ○：H27年度目標に対して既に達成している、または、進捗状況からの達     

  成が見込まれる 

  △：H27年度目標に対して現在の進捗状況から達成が困難 
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また、定性的な目標を定めた項目についても、計画的に取組を進めています。 

経営計画に定めた目標（定性的事項） 取り組みの状況（H26.4末現在） 

◆下水道未普及地域の解消 ～汚水処理施設整備事業～ 
 ・Ｈ２７までに人口集中地区（DID）の概成 ・H26年度末の整備率83.6%（人口比率） 

◆集中豪雨等による都市浸水 ～浸水対策事業～ 

 ①10年確率降雨への計画的な対応 

・浦安ポンプ場 ポンプ１基増設（H25,26）、浦安雨水渠

（H27～） 

・当新田ポンプ場 ポンプ１基増設（H26,27）、芳田雨水幹

線（H27～）等 

 ②地域特性に応じた効果的・効率的な施設整備 

・雨水排水マトリックス班による浸水対策特別事業（H27

～） 

・西排水区（北長瀬ポンプ場 H24整備）における既存水路

等の活用 

 ③市民・事業者と連携した浸水対策 
・内水ハザードマップ作成（H27～） 

・戸別雨水流出抑制施設設置補助事業の取組 

 ④緊急時対応の検討 
・大雨時等における農業用水路等の取水制限の実施（所管部

署との連携） 
◆下水道施設の地震対策 ～耐震化事業～ 

 ①処理場・ポンプ場（耐震診断） 
・岡南ポンプ場改築に伴う耐震化（H27～）、 

巌井P（建屋）、岡東T（脱水機棟）、天瀬P（建屋）の耐

震化 

 ②管きょ（耐震診断） 
・カメラ調査及び耐震診断の実施（児島湖処理区、岡東処理

区）（H25～） 

 ③危機管理 
・岡山市下水道BCP策定～BCPワーキンググループによる取

組開始（H26～） 
◆下水道施設の老朽化 ～長寿命化対策～ 

 ①処理場・ポンプ場（長寿命化計画） 
・旭西Ｔ（監視制御装置）、岡東T（水処理設備）、天瀬Ｐ

（電気設備）、錦Ｐ（機械設備）、笹ヶ瀬Ｐ（ポンプ）、

岩井P（ポンプ）の長寿命化計画策定、着手 
 ②管きょ（効率的な改築） ・カメラ調査、管更生、改築の実施（旭西処理区） 

◆環境問題への配慮 ～環境負荷の軽減（合流式下水道の改善ほか)～ 
 ・合流等下水道の法令改正に適合した施設の整備 ・旭西処理場の合流改善対策の完了（～H25） 
 ・リサイクル率１００％の継続 ・セメント原材料化、堆肥化、資材化 

◆その他の取り組み 

 ・不明水対策 
・旭西処理区において管更生事業による対策実施 

・灘崎、津高地域において、不明水解析を実施 
 ・人材育成への取り組み ・日本下水道事業団の研修等55名参加〔H26年度〕 
   ※表中の”T”は「処理場」、“P”は「ポンプ場」、”BCP”は「業務継続計画」を表しています。 
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第2部 

下水道事業の現状 



 

13 

 

 

①未普及対策 

 

◆下水道及び汚水処理施設の普及の状況 

◆下水道の整備状況 

現在の計画では、市街化区域及び市街化区域以外の効率的な地域で整備を予定してま

す。しかし、市街化区域、さらには人口集中地区（DID）においても未だ未普及地域が多

く存在しています。 

下水道と農業集落排水施設、合併浄化槽をあわせた汚水処理人口普及率は80.2％で、そ

のうち下水道処理人口普及率は65.1％です。未だに14万人の市民の汚水処理がなされてお

らず、衛生的で快適な生活をおくれていない状況にあります。 

 （1）施策の現状 
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◆効率的な下水道整備の取組 

◆未普及10年概成に向けた国の動向 

本市は、低平地の軟弱地盤が広がる等下水道整備にあたりコストが高くなる傾向にあり

ます。このため、低コスト技術による整備を行う等効率的な下水道整備を進めています。 

国土交通省、農林水産省、環境省では、人口減少による投資余力の減少や老朽化施設の

増大等を踏まえ、H26年に各自治体に対し、今後概ね10年での未普及の概成と実現のため

のアクションプランの策定を要請しています。また、国土交通省においては、一定の条件

を満たすアクションプランにもとづき事業を進める自治体に手厚く支援する等10年概成に

向けた取組を推進しています。 
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岡山平野は、標高の低い平地が広がる等水害に脆弱な地形です。岡山市の水害被害額は

H21～H25の5年間で政令市で2番目に大きな状況にあります。 

②浸水対策 

 

◆浸水被害等の現状 

◆水害に脆弱な都市 

全国的に集中豪雨が増加傾向にあり、毎年のように各地で多くの浸水被害が多く発生し

ています。本市でも多くの浸水被害が発生し、被害の規模も増加傾向にあります。 
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◆浸水対策の取組状況（ハード事業） 

◆浸水対策の取組状況（ソフト事業） 

現在は、過去に浸水被害が発生した地域等を中心に、雨水管渠やポンプ場の整備等を推

進しています。しかし、施設整備（ハード対策）には多くの時間が必要であり、対策の必

要な個所が多く残っています。 

集中豪雨等に対しては、自助・共助の取組が重要なため、ソフト対策の取組を推進して

います。また、従来、地域の水防活動を担ってきた関係者の高齢化等の問題も顕在化して

います。 
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下水処理場、ポンプ場の建築構造物のうち耐震基準を満たしている割合は23％となって

います。耐震対策には多くの時間が必要であり、対策が必要な施設が多く残っています。 

③耐震・耐津波対策 

 

◆想定される震度、津波高 

◆耐震対策の現状 

南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、市内では最大震度6強の揺れが想定されてい

ます。また、津波についても、市南部を中心に最大2.6mの津波の発生が想定されていま

す。 
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◆耐津波対策の現状 

◆BCP（業務継続計画）の取組 

南海トラフ巨大地震の発生により津波被害が想定される施設は、処理場で1施設、ポンプ

場で9施設あります。H25年3月に示されたこれらの想定を踏まえ、対策について現在検討

を進めています。 

地震・津波への対策には多くの時間が必要なため、大規模な地震・津波が発生し、下水

道施設が被災した場合でも、速やかに機能の維持・回復を図るBCPが重要です。下水道河

川局では、H26年度に下水道BCPを策定しました。H27年度から、初動対応について実施

訓練を行う予定です。 
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岡山市役所の業務で使用する全電力量のうち、下水道は2番目に多い15.5％を占める電力

使用量の大きな事業です。このうち、最も使用量の多い岡東浄化センターでは近年、汚泥

処理や散気装置の効率化により使用電力量の効率化を図っています。処理場により整備年

度や水処理方式、処理水量が異なることもあり、電力量の原単位（1㎥の下水を処理するの

に要する電力量）には大きな差があります。 

④環境対策 

 

◆下水道汚泥のリサイクルの現状 

◆電力の使用状況 

下水道の普及に伴い、下水汚泥の発生量は年々増加しています。発生した汚泥は、現在

100%有効利用しています。一方、有効利用の形態のうち多くの割合を占めるセメントの

処分費は、全国平均より低いものの年々増加傾向にあります。 
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◆省エネルギーの取組状況 

◆高度処理の取組状況 

使用電力量の削減のため、施設の改修に合わせた省エネルギー設備の導入や省エネル

ギー運転の取組を推進しています。 

児島湖等の閉鎖性水域の水質保全のため、下水の処理にあたっては排水基準を遵守し、

より良い水質を確保しています。また、一般的に高度処理（※）には多くの電力を使用す

るため、水質と電力のバランスを考慮した運転を進める必要があります。 

※ 高度処理：閉鎖性水域等の水質保全のため、原因物質となる窒素（N)やリン（P)等を多く除去する処理方法。 
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清掃については、つまりやすい箇所を中心に年間約10ｋｍ程度を実施しています。修繕

については、古い管渠の多い旭西処理区を中心に年間約300箇所程度を実施し、その数は

増加傾向にあります。改築については、腐食箇所や旭西処理区を中心に年間約1km

程度を実施しています。 

①施設（もの）の現状 

◆管渠の布設状況 

◆管渠の維持管理の状況 

市内には、約2，300ｋｍの下水道管が存在しています。このうち、標準耐用年数の50年

を経過した管渠は、現在55ｋｍ（2％）ですが、10年後には168ｋｍ（7％）、20年後に

は373ｋｍ（16％）に増加する見込みです。特に陶管やコンクリート管について、老朽化

した管の増加が見込まれます。 

 （2）下水道事業の経営資源（ひと・もの・かね）の現状 
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◆下水道管に起因する道路陥没の発生状況 

◆下水処理場・ポンプ場の整備状況 

下水道管の老朽化等に起因する道路陥没が、H26年度では年間65件発生しています。こ

のうち、幅及び深さとも50cmを超える陥没が2件発生しているほか、幅、深さのいずれか

が50cmを超える陥没も全体の約4割を占めます。原因としては、陶管の破損により管の周

囲の土砂が下水管の中に流出し空洞化することによるものが最も多くなっています。 

市内には処理場が10箇所、ポンプ場が27箇所存在します。このうち、設備の一般的な標

準耐用年数である15年を経過した処理場が4箇所、ポンプ場が21箇所存在しています。 
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◆下水道処理場・ポンプの維持管理の現状 

◆設備の老朽化等の現状 

処理場、ポンプ場は日常の管理の中で定期的な点検や法令点検、整備等を実施していま

す。また、消耗、老朽化した部品については、取替えを行う等必要な修繕を計画的に実施

しています。さらに、老朽化した施設について、数年前から計画的な改築を実施していま

す。 

処理場、ポンプ場の設備等については、順次、劣化診断を行い健全度の評価を実施して

います。これまで公共下水道のうち、2処理場、21ポンプ場で診断を実施しています（平

成26年度末時点で、15年以上経過した施設のほぼ全て）。診断の結果、設備等6,206点の

うち、改築・更新が必要な健全度2以下の設備が1,358点(21.8%)となっています。特に、

故障した場合に下水の処理・排水に大きな影響を及ぼす電気設備について、健全度の低い

ものが多数存在しています。 
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◆農業集落排水施設の現状 

農業集落排水施設は、管渠延長約160㎞、処理場29箇所となっており、公共下水道と比

較しても処理場数が著しく多くなっています。施設の老朽化が進む中、施設の統廃合も含

めた対策が課題となっています。 

イメージキャラクター：モグリンモグリンモグリン 



 

25 

 

 

②経営（かね）の現状 

 

◆下水道事業会計の決算状況 

収益的収支（税抜）は均衡しています。また、減価償却費等の現金支出を伴わない支出

や現金収入を伴わない収入（長期前受金戻入）を除外した事業会計全体の資金収支（税

込）も均衡しています。ただし、後述のとおり、使用料で賄うべき支出の一部を収入で賄

えていない状況にあり、不足額を一般会計から繰入れている(※)状況です。 

 

※ 一般会計繰入金には、雨水処理費等、一般会計からの繰入れが当然に必要なものが多くを占めており、全て

が収入不足の補填ではありません。 

 

※ 損益的取引（収益的収入と収益的支出）と資本取引（資本的収入と資本的支出）は、一般会計等にはない公

営企業会計独自の概念です。企業の経営活動は、投下された「資本」を製品等のサービスに変え、これを営

業活動により営業収益として現金等に転化し、最終的に「資本」増加を目的とする活動であると言えます。

正確な企業の経営活動を把握するためには、資本の増加という企業活動の結果を、営業活動による損失や利

益の結果として生じたもの（損益取引によるもの）とそれとは関係ない資本独自の増減（資本取引によるも

の）とを明確に区分する必要があります。 

平成２６年度決算 
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◆建設改良費（施設整備費）の推移 

◆維持管理費の推移 

建設改良費は、平成8年前後のピーク時には年間300億円以上を投資していましたが、近

年は概ね100億円程度で推移しています。（特に、平成5年から平成13年にかけては、幹

線管渠を先行的・集中的に整備してきました。） 

維持管理費は、年間50億円弱であり、処理（排水）区域の拡大、処理水量の増加に伴い

年々増加しています。 
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◆企業債の発行額、元利償還額等の推移 

 

◆下水道使用料と一般会計繰入金の推移 

企業債の発行額は、平成15年度以降、100億円前後で推移しています。一方、企業債償

還額（元金と利子の合計）は、平成16年度以降、200億円前後で推移しています。この結

果、企業債残高は、平成18年度以降減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※企業債とは、公営企業が資金調達の手段として金銭を借入れることにより負う債務のことです。 

使用料収入は、普及率、接続率の上昇に伴い着実に増加しています。一般会計からの繰

入金は、使用料収入の増加等に伴い近年減少しています。 
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    現状で賄えていない主な要因 

    ・未だ整備途上であり、普及率、接続率が低く、使用料収入が少ないこと 

    ・過去の企業債の償還が多く残っており、資本費が大きくなっていること 

◆汚水処理費に対する下水道使用料収入の現状 

◆下水道への接続率の推移 

下水道経営においては、雨水や汚水のうち公費で賄うべきとした経費を除いた処理費を

汚水処理費とし、これを使用料で賄うことを目標の１つとして事業を実施しています。 

経営の状況を見ると、使用料で賄うべき汚水処理費（使用料対象経費）に対して、現状

では下水道使用料収入で100％は賄えていない状況です。（資本費充当率 92.9％、経費回

収率95.4％） 

接続率（※）は近年上昇を続けており、現在86.9％となっています。特に、嘱託職員の

訪問による接続促進等を開始した平成22年度以降、高い伸びを示しています。また、接続

促進活動のほか平成24年度からは接続への補助制度を開始し、一層の接続促進を進めてい

ます。 

  ※接続率：下水道を使えるようになった区域（供用開始区域）のうち、下水道に接続している割合 
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ベテラン職員によるOJTや職場内研修、外部の研修会への参加等により、新任・若手職員

の専門的知識や技術の向上を図っています。 

①管理体制（ひと）の現状 

◆下水道職員の現状 

◆人材育成の取組状況 

平成27年度の下水道に係る正規職員数は146名です（嘱託職員を除く）。再任用職員や

嘱託職員の活用のほか、民間企業への委託等により事務の効率化を図っています。近年、

30~40代の職員が減少傾向にある一方、20代の職員が増加しており、これら若手職員への

技術継承、育成が課題となっています。 

岡山県下水道協会による研修 
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 （3）将来の改築・更新需要の推計 

①管渠 

管渠の管種、整備年度をもとに、耐用年数、平均的な改築費を設定し推計しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市の場合、昭和50年代から整備が本格化したこともあり、当面の改築・更新費は5～10億円/

年程度と見込まれますが、20年後頃から増加し、ピーク時には200億円/年程度の需要が予測され

ます。このため、長寿命化や対策の前倒し等により予算の平準化の取組を計画的に進める必要が

あります。 

持続的な下水道事業を実現するためには、中長期的な改築・更新需要を把握し、事業を計画す

る必要があります。このため、将来の改築・更新需要を推計しました。 

 

◆基本的な考え方 

 

◆推計 

改築・更新需要の予測にあたっては、資産の状況や将来の老朽化の進行を適切に把握・予

測する必要がありますが、現在は、その取組を進めている途上です。 

このため、今回の改築・更新需要予測にあたっては、現状で把握できている資産の内容

（管渠の場合は管種・延長、処理場・ポンプ場の場合は一部の施設における設備ごとの資

産額・健全度調査結果）や、全国的な傾向、施設を管理する職員から聞き取った内容をも

とに改築・更新需要を予測しました。 

したがって、今後、より一層の資産状況の把握や予測手法の向上等を図り、予測精度を向

上させる必要があります。また、それらに伴い、今回の予測も変更になる可能性がありま

す。 



 

31 

②処理場・ポンプ場 

これまで診断した電気・機械設備ごとの資産額、健全度、耐用年数をもとに推計しま

した（全設備のうち診断済みの約6,000点で推計）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年度の需要額が大きいのは、現状で老朽化した施設が多いためであり、この改善のた

め、平成21年度より計画的な改築・更新を進めています。 

診断済みの設備を用いた推計では、年度によりばらつきはありますが、約4億円/年の改築・更

新が見込まれます。これを、仮に処理場・ポンプ場の設備全体の資産額で割増すと、設備につい

ては約10億円/年程度の改築・更新費が推計されます。 

また、処理場・ポンプ場の土木・建築についても将来的な改築・更新が見込まれますが、建

替・移転の方法により大きく異なること、また、これらについては他都市も含め十分な実績がな

いことから、処理場・ポンプ場のこれまでの投資実績等をもとに、約10億円/年程度と見込みま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

管渠や処理場・ポンプ場の将来の改築・更新需要について、平準化を行った場合で

も、40年後には年100億円程度の改築・更新需要が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、これらは、現在把握している資産の情報、知見に基づき推計したものであり、今後、変

更になる場合があります。また、将来の改築・更新需要に適切に対応できるよう長寿命化や平準

化を計画的に進めていく必要があります。 

◆将来の改築・更新需要（平準化した場合） 
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第3部 

新たな下水道事業経営計画 
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今回の経営計画の見直しにあたり、新たに経営理念を定めることとしました。経営理念とは、

企業経営における組織の存在意義や使命を、普遍的な形で表した基本的価値観の表明であり、

「企業や組織は何のために存在するのか、経営をどういう目的で、どのような形で行うのか」を

明文化したものです。 

 

➣ 下水道事業の持続的運営 

将来の人口減少が予想される中で、財政面、人的面での制約が厳しくなる一方、インフラの更

新需要は大幅な増加が想定されます。こうした諸条件に柔軟に対応し、投資と財源のバランスに

考慮しながら、下水道事業を持続可能に運営します。 

 

➣ 快適で安全・安心なまちづくりへの貢献 

引き続き、市民の生活環境の改善や水環境の改善、浸水被害の軽減を図ります。下水道の未普

及対策や防災・減災対策等に取組み、快適で安全・安心なまちづくりに貢献します。 

 計画期間は、平成28年度から平成37年度の10年間とします。 

【経営理念】 

下水道事業の持続的な運営を図りながら、 

快適で安全・安心なまちづくりに貢献します。 

 （1）経営理念 

 （2）計画期間 
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 ① 施策ごとの方針と具体的な取組 

未普及対策、浸水対策、耐震・耐津波対策、環境対策について、今後10年間の施策ごとの方針

と具体的な取組を定めます。また、可能な限り数値目標を設定し、進捗を管理していきます。 

 

1 未普及対策 

14万人の未普及人口の早期解消に向け、合併処理浄化槽との適切な役割分担のもと10年間での

重点的な整備を推進します 

  ・ アクションプランの策定とＰＤＣＡによる見直し 【継続的に実施】 

  
・ 下水道処理人口普及率の向上 

       【H26   65.1％ → H32   70％ → H37   74％】 

  
・ 毎年度計画的・着実な整備の実施 

       【毎年度 80ha】 

  
・ 下水道区域情報管理システムの運用（未普及エリアのマクロ的確認）による効果的な整

備の実現 【継続的に実施】 

クイックプロジェクト等低コスト技術やPPP/PFI手法の検討による効率的な整備を推進します 

  
・ クイックプロジェクト等の積極的な導入によるコスト縮減 

        【毎年度 管渠建設事業費の２％縮減】 

  ・ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法による整備方法の検討・導入 【継続的に実施】 

  ・ 民間開発に伴う下水道整備促進の検討・導入 【継続的に実施】 

  ・ 私道の下水道整備促進の検討・導入 【継続的に実施】 

 （3）経営方針と具体的な取組 

管路工事 

クイックプロジェクト（一例） 

下水道区域情報管理システム 

広範囲に点在する未普及エリアの現状や課題をデータベース化し、視

覚的、全図的に把握することで、効率的な未普及対策を立案 

曲管を使用することによりマンホールの数

を削減し、コスト縮減を図る 
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2 浸水対策 

H23に大規模浸水被害があった排水区を中心に整備を推進します 

  
・ 浦安、芳田排水区等の管渠・ポンプ場の施設整備 （10年間の目標整備面積約390ha） 

         【H32   53％ → H37   100％】 

  
・ 河川・農業用水路等の既存ストックを活用した流量調整などの浸水対策の推進 

 【継続的に実施】 

  ・ 可搬式ポンプなどの柔軟な配置による浸水対策の実施 【継続的に実施】 

  ・ 遠隔監視・制御の効率化（下水道光ファイバの有効利用等） 【継続的に実施】 

自助・共助を促進するソフト対策の充実を図ります 

  ・ 内水ハザードマップの作成・公表 【継続的に実施】 

  ・ 浸水想定区域を踏まえた総合的な浸水対策の検討 【継続的に実施】 

  ・ 住宅への貯留タンク設置・止水板等設置に対する助成の検討 【継続的に実施】 

  ・ 開発行為等に伴う貯留・浸透等の推進 【継続的に実施】 

  ・ 台風接近時等の市民への土のう配布 【継続的に実施】 

  ・ 民間企業などとの災害時支援協力協定締結の推進 【継続的に実施】 

主な浸水対策位置図 内水ハザードマップ 例（横浜市） 

止水板 例（千葉市） 貯留タンク 例（品川区） 可搬式ポンプ 
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3 耐震・耐津波対策 

耐震対策については、特に旧耐震基準（昭和56年以前）の施設等について改築に合わせた対策

を実施します 

  
・ 耐震対策が必要な施設（9施設）の対策を実施 

       【H32   2/9施設 → H37   7/9施設】 

  
・ 重要な汚水幹線の耐震調査の実施 

       【H26   累計 15km → H32   累計 22km → H37   累計 44km】 

耐津波対策については、対象となる施設について、対策を実施します 

  
・ 津波対策が必要な施設（１０施設）について、電源機能確保等の対策を実施 

       【H26   1/10施設 → H32   3/10施設 → H37   5/10施設】 

BCP（業務継続計画）の充実・訓練の実施等による取組の高度化を図ります 

  
・ 下水道ＢＣＰの実行力・定着化を図るため、毎年度実地訓練の実施 

       【毎年度 1回実施】 

  ・ 下水道ＢＣＰ運用員会による成果評価、ＰＤＣＡによる見直し 【継続的に実施】 

  
・ 応急復旧等を行うためのユーティリティーの確保（例：仮設ポンプ、管路調査用スコー

プ） 【継続的に実施】 

拡大 

液状化対策工法 イメージ図 

マンホール浮上防止対策の例 巌井ポンプ場耐震補強工事 

ブレス追加 

耐震・耐津波対策の取組予定箇所 
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4 環境対策 

下水汚泥については、コスト増加等に対するリスク回避のため、分散化を検討します 

  
・ 下水汚泥の有効利用（再資源化）１００％を継続 

       【毎年度 100％実施】 

  ・ 再資源化の分散化の検討・実施 【継続的に実施】 

エネルギー対策については、施設の改築や運転効率の高度化による省エネを推進します 

  ・ 省エネルギー機器の積極的な導入 【継続的に実施】 

  ・ 水質とのバランスを考慮した省エネ運転の取組 【継続的に実施】 

  
・ 岡東浄化センターの電力使用量原単位の削減 

       【前年度比1％削減】 

  ・ 公共下水道、農業集落排水施設の統廃合によるエネルギー効率の向上 【継続的に実施】 

  ・ 再生可能エネルギーの検討・導入 【継続的に実施】 

  ・ 民間事業者、大学機関などとの共同研究・開発・事業提携の検討 【継続的に実施】 

下水汚泥再資源化の分散化のイメージ 岡東浄化センターの電気使用量原単位削減イメージ 

汚水処理施設の電力量削減イメージ 岡東処理場の散気装置 
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 ② 経営資源（ひと・もの・かね）に関する方針と具体的な取組 

経営資源についても、それぞれの方針と具体的な取組を定めます。 

 

1 施設管理（もの） 

管渠について、老朽管や陶管の多い中心部（旭西排水区）において重点的な対策を実施します 

  ・ 下水道等の老朽管に起因する道路陥没件数の削減 【継続的に実施】 

  
・ 旭西排水区における管渠の老朽化点検の調査 

      【H26   累計 39km → H32   累計 92km → H37   累計 129km】 

  
・ 旭西排水区における管渠の改築の実施 

         【毎年度 1km実施】 

下水道処理場・ポンプ場について、施設の健全度を勘案しながら効果的な対策を実施します 

  

・ 処理場・ポンプ場の健全度２以下の機械設備、電気設備の改築更新を実施 

 （計画策定時の健全度2以下の設備総数：900点） 

           【改築更新数 H26  10点 → H32   累計 350点】 

  
・ 今後、供用開始から１５年以上経過する施設について順次診断を実施 

         【H26   23施設 → H32   32施設 → H37   33施設】 

  
・ 巌井・笹ヶ瀬・錦ポンプ場等の改築の実施(着手） 

         【H26   2施設 → H32   19施設 → H37   21施設】 

  
・ 農業集落排水施設に関する「最適化構想」を策定し計画的な改築・更新を推進 

 【継続的に実施】 

下水道処理場や農業集落排水施設等の統廃合の検討・推進します 

  ・ 下水道処理場の統廃合の推進 【継続的に実施】 

  ・ 下水道への接続が効率的な農業集落排水施設について統合の推進 【継続的に実施】 

岡東浄化センター改築更新工事 管路更新工事 
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2 経営（かね） 

使用料収入や国の交付金の活用により、安定した収入の確保を図ります 

  
・ 安定した使用料収入確保に向けた接続率の向上 

         【H26   86.9％ → H32   90％ → H37   93％】 

  ・ 国の交付金等の活用による財源の確保 【継続的に実施】 

  
・ 中長期的視点からの平準化債の活用による実質的な元利償還金の平準化 

 【継続的に実施】 

施設の統廃合や省エネ施設の導入、施設管理の効率化等により支出の削減を図ります 

  ・ 下水道処理場や農業集落排水施設の統廃合の推進 （再掲） 

  ・ 省エネルギー機器の導入や省エネ運転の取組の推進 （再掲） 

  
・ 未普及対策におけるクイックプロジェクト等の低コスト技術、ＰＰＰ／ＰＦＩの検討によ

るコスト縮減の推進 （再掲）          

 ・ 不明水対策の推進 【継続的に実施】 

利用者の理解促進、安定的な収入確保の観点から下水道の役割についてPR活動に取組みます 

 ・ 児島湖流域下水道のイベント等における普及啓発活動の取組の推進 【継続的に実施】 

 ・ 市内小学校の出前講座や処理場の見学の受入等の推進 【継続的に実施】 

日本下水道協会HP 「下水道経営改善ガイドライン(案)」より 

資本費平準化債活用イメージ 

減価償却費を超える元金償還費の部

分（C）を資本費平準化債の発行に

より、借り換え、後年度に延伸する

イメージ 



 

41 

 

 

3 管理体制（ひと） 

民間の活用や情報処理の高度化を進めるなど課題に対応できる体制づくりを進めます 

  ・ ＰＰＰ／ＰＦＩによる未普及対策の検討・導入など民間活用の推進（再掲）        

  ・ 情報処理の高度化等事務の省力化の検討・実施 【継続的に実施】  

 ・ 遠隔監視による効率的な維持管理の検討・実施（再掲） 

OJTや職場内研修、各種研修への積極的な参加により、若手職員を中心に時代の変化に柔軟に対

応できる職員を育成します 

  ・ 岡山市下水道河川局の人材育成方針及び毎年度の実施計画の作成 【継続的に実施】 

  
・ 20代職員の能力向上を目的とした研修計画の策定及び新卒者や20代の職場異動者に対し

てOJTによる計画的な指導の実施 【継続的に実施】 

  

・ 年度当初の初任者研修や各課担当業務研修（現場見学を含む）の実施など、局内研修の

充実 

          【毎年度 初任者研修 1回以上、現場研修 2回以上】 

  

・ 日本下水道事業団の研修や下水道協会の研究発表会、調査研究などへの積極的な参加、

資格取得の支援 

          【毎年度 20研修以上、延べ50人程度以上】 

  
・ 下水道場などのワーキング研修による他都市職員との連携・交流の促進 

 【継続的に実施】 

下水道場(H27年11月実施） H27年4月の現場研修会の様子 

設備台帳システムイメージ 
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 建設改良費については、年平均で約100

億円程度の投資を見込んでいます。内訳と

して、10年間の未普及対策に約56億円、浸

水対策に約15億円、耐震・老朽化対策に約

26億円を見込んでいます。 

 維持管理費については、処理水量の増加

等により段階的に増加するものと想定し、

年間51～54億円（税抜）を見込んでいま

す。 

資本費平準化債収入等を考慮した企業債

の実質的な元利償還金は、過去の投資に伴

う償還が今後ピーク（平成40年前後）を迎

えることから、徐々に増加していく予定で

あり、年間141～151億円を見込んでいま

す。 

 

※実質的な元利償還金とは、実際の元利償還金に満期

一括償還に係る積立金を加え、資本費平準化債等の

借入額と積立金の取崩額を除外したものです。 

 ① 投資と経費の見込み 

 （4）投資・財源計画 
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 ② 財源の見込み  

 建設改良費にかかる企業債発行額（起債）

は、年平均で約70～72億円を見込んでいま

す。 

 H27に比べて大幅に増加していますが、こ

れは市町村合併の特例期間の終了に伴い、今

後、国からの交付金（国庫補助金）が減少す

ることが想定されているためです。なお、こ

の場合でも発行額は償還額を下回るため、企

業債残高は着実に減少していく見込みです。 

 下水道使用料収入については、普及率・接

続率の増加により有収水量が増加すると見込

まれることから、年間95億円から102億円

に増加すると見込んでいます。なお、人口増

加の鈍化や節水機器の普及を見込みその伸び

幅は鈍化すると見込んでいます。 

 一般会計繰入金は、近年減少傾向にありま

したが、今後は企業債の償還金がピークを迎

えること等により、年間101～108億円に増

加するものと見込まれています。 

  

※なお、これによって、今後10年間の一般会計からの

繰入金が拘束されるわけではなく、今後の下水道事

業を取り巻く状況を見ながら、適宜検証を加える必

要があります。 
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 ③ 経営指標等の見通し  

 経費回収率（※)は、今後10年間は93％

でほぼ横ばいとなる見込みです。 

 これは、下水道使用料収入が増加する一

方、実質的な元利償還金の増加に伴い汚水

処理費（使用料対象経費）も増加する見込

みであるため、経費回収率はほとんど変わ

らない見込みです。 

 

※経費回収率 

＝（下水道使用料収入／汚水処理費（使用料対象経

費）） 

下水道の経費について、使用料で賄うべき経費のう

ち、使用料収入でどれくらい賄うことができているか

を表す指標で、100%を超えれば対象経費を使用料で

賄えていると言えます。 

 企業債残高は、近年、減少傾向ですが、

引き続き資本費平準化債も含めた企業債発

行額が償還額を下回るため着実に減少して

いく見込みであり、10年後には、約1,960

億円程度まで減少すると見込まれます。 
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 ④ 収支の見通し 

 

 

【収益的収支の見通し】 
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【資本的収支と他会計繰入金の見通し】 
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 ⑤ 適切な経営計画の見直し  

今回、新たに定めた経営計画では、従来からの施策ごとの方針等に加え、経営資源である「ひ

と、もの、かね」の観点からも施策等を定めています。持続的な企業経営を行うためには、適切

な目標の設定と限られた経営資源を効果的に活用し事業を進めるとともに適宜事業を検証する必

要があります。したがって、現在の下水道事業を取巻く状況に基づき、今回経営方針や投資・財

源計画等を定めましたが、今後、社会環境の急激な変化や想定外の事由等により、今後の経営見

通しに修正が必要となることもあります。 

例えば、使用料収入は接続者数の増加に人口減少や節水を見込んだ上で見積もっていますが、

その想定を超えた節水等により使用料収入が少なくなる可能性があります。また、現在、低金利

で借り入れている企業債ですが、金融情勢の変化によっては金利が上昇し、高金利での借り入れ

になることも懸念されます。 

また、「雨水公費・汚水私費」の経費負担区分の原則に基づき、雨水処理に要する経費と汚水

処理に要する経費の一部については一般会計からの繰り入れ（公費）を行っていますが、今後、

企業債の償還がピークに向かっていくこともあり、一般会計からの繰入れは増加が見込まれま

す。 

 さらに、国においては、施設の更新・老朽化対策事業費の急増に備えて、積み立てをすること

が望ましいとの考えのもと、下水道事業における使用料算定のあり方に水道事業で採用されてい

る「資産維持費（事業施設の再構築等のための費用）」を含めることについて検討を始めている

状況でもあります。 

 このような状況のため、今後、一層の経営改善努力が必要であることは勿論のこと、必要に応

じて汚水処理に対する公費負担の在り方や使用料体系の見直しについても検討をする必要があり

ます。 

 したがって、今後、経営理念に定めた持続的な下水道事業を実現するために、常に現状把握と

経営見通しの確認を行い、結果を市民の皆様に公表するとともに、経営計画の適切な見直しを

図っていく必要があると考えています。 
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経営計画で数値目標を定めた項目は、以下のとおりです。 

 （5）数値目標と経営指標 
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本計画の目標達成状況の進捗管理や戦略的な取組を行うため、下水道河川局内に「岡山市下水

道経営会議」を設置しました。下の組織図のように経営会議の下に各ワーキンググループを置

き、ここで各施策の目標達成に向けた取組の進捗管理や戦略的な取組方法の検証を行います。 

また、経営会議で蓄積された報告内容は、議会やHP等での報告を行い、計画の見直しや修正に

反映します。 

【会議イメージ】 

【行動イメージ】 

 （6）本計画のPDCAサイクル 



 

52 

第4部 

その他 
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公共下水道施設一覧 

浄化センター 現有能力（ｍ3/日） 

芳賀佐山浄化センター（公共） 2,680 2系列2池 

流通団地浄化センター（公共） 1,255 1系列1池 （1,255×1池） 

岡東浄化センター（公共） 54,500  2系列7池 （5,300×2池、8,780×5池）  

瀬戸浄化センター（公共） 7,575  3系列3池 （2,525×3池） 

野々口浄化センター（特環） 1,000 2系列2池 （500×2池） 

中原浄化センター（特環） 2,100 2系列2池 （1,050×2池） 

建部浄化センター（特環） 1,400 1系列1池 （1,400×1池） 

吉井川浄化センター（公共） 2,325 1系列1池 （2,325×1池） 

足守浄化センター（公共） 1,000 1系列1池 （1,000×1池） 

御津中央浄化センター（特環） 900 1系列1池 （900×1池） 

ポンプ場 現有能力（ｍ3/min） 

天瀬ポンプ場（合流式） 雨水 632、汚水 101 

巌井ポンプ場（合流式） 雨水 720、汚水 66 

旭西排水センター（合流改善施設） 雨水滞水池 30,000ｍ3 

高速凝集沈殿処理施設 15,000ｍ3/日 

簡易処理施設 341,040ｍ3/日  

平井排水センター 雨水 693、汚水 16 

金岡ポンプ場 雨水 528、汚水 8 

笹ヶ瀬ポンプ場 雨水 1,488  

岡南ポンプ場 雨水 900、1,026（下認） 

万成ポンプ場 雨水 595 

平田ポンプ場 雨水 660 

当新田ポンプ場 雨水 650 

瀬戸雨水ポンプ場 雨水 317 

兼基ポンプ場 雨水 155 

浦安ポンプ場 雨水 792 

田中ポンプ場 雨水 320.4 

北長瀬ポンプ場 雨水 200.4 

芳賀佐山第１ポンプ場 汚水 1.4 

芳賀佐山第２ポンプ場 汚水 0.6 

錦ポンプ場 汚水 214  

上芳賀ポンプ場 汚水 0.9 

政津ポンプ場 汚水 23 

倉富ポンプ場 汚水 25 

野殿ポンプ場 汚水 22 

古新田ポンプ場 汚水 14.5 

桑野ポンプ場 汚水 1.02 

上道ポンプ場 汚水 6.4 
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農業集落排水処理施設 現有能力（ｍ3/日） 

三和・日応寺第１地区農業集落排水処理施設 89.1 

三和・日応寺第２地区農業集落排水処理施設 32.1 

国ヶ原地区農業集落排水処理施設 162.0 

小串地区農業集落排水処理施設 122 

菅野地区農業集落排水処理施設 152 

宇甘東地区農業集落排水処理施設 207.9 

吉田地区農業集落排水処理施設 216.0 

塩納地区農業集落排水処理施設 51.3 

坂根地区農業集落排水処理施設 56.7 

弓削地区農業集落排水処理施設 89.1 

寺地・光明谷地区農業集落排水処理施設 43.2 

富吉地区農業集落排水処理施設 83.7 

観音寺地区農業集落排水処理施設 97.2 

鹿瀬地区農業集落排水処理施設 64.8 

田原地区農業集落排水処理施設 432 

保木地区農業集落排水処理施設 
37.8 

鍛冶屋地区農業集落排水処理施設 
108.0 

宿奥地区農業集落排水処理施設 
45.9 

大内地区農業集落排水処理施設 
130.0 

湯須十谷地区農業集落排水処理施設 
45.9 

西祖地区農業集落排水処理施設 
97.2 

中牧地区農業集落排水処理施設 
72.9 

肩脊地区農業集落排水処理施設 
118.8 

菊山地区農業集落排水処理施設 
48.6 

草ケ部谷尻地区農業集落排水処理施設 
149.0 

大田地区農業集落排水処理施設 
165.0 

山上地区農業集落排水処理施設 
51.3 

紙工地区農業集落排水処理施設 
268 

御津新庄地区農業集落排水処理施設 
400 

 

 

農業集落排水処理施設一覧 
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公共下水道事業年表 

昭和26年12月 水道部に下水道係設置，調査設計開始 

  27年3月 建設，厚生両大臣より築造認可（排水面積215ha，計画人口65,000人，事業費5億3,000

万円） 

  27年4月 下水道特別会計設置 

  27年10月 工事着手 

  29年7月 天瀬ポンプ場通水開始 

  31年4月 下水建設課を新設 

  31年11月 受益者負担金に関する省令公布 

  34年12月 岡山市公共下水道条例制定 

  35年4月 下水道使用料の徴収開始 

  38年2月 旭西下水終末処理場処理開始（汚水処理・供用開始） 

  38年9月 巌井ポンプ場通水開始 

  40年5月 旭西下水終末処理場の高級処理開始 

  40年12月 下水道部を新設（昭和40年12月28日） 

  41年5月 機構改革により建設局下水道部となる 

  41年6月 高島下水終末処理場処理開始 

  41年10月 笹ヶ瀬ポンプ場通水開始 

  42年3月 旭西下水終末処理場第1期計画（汚水処理施設）完成 

  46年4月 岡南ポンプ場通水開始 

  48年7月 旭西浄化センター第2期処理開始 

  51年4月 下水道局を新設 

  53年10月 芳賀佐山浄化センター処理開始 

  54年3月 旭西浄化センター覆蓋化完成 

  54年10月 平井排水センター（雨水）通水開始 

  55年11月 金岡ポンプ場（雨水）通水開始 

  56年4月 高島浄化センターコンポスト化設備稼動 

  57年4月 機構改革により下水道局に2部を新設 

  58年7月 岡東浄化センター雨水ポンプ場通水開始 

  58年10月 芳賀佐山第1，第2ポンプ場通水開始 

  59年6月 流通団地浄化センター処理開始 

  62年9月 岡東浄化センター水処理施設着工 
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平成元年3月     児島湖流域下水道児島湖浄化センター処理開始 

岡山市公共下水道児島湖流域下水道関連処理区供用開始 

錦ポンプ場通水開始 

  元年10月 万成ポンプ場通水開始 

  3年3月 平田ポンプ場通水開始 

  4年3月  岡東浄化センター処理開始 

平井排水センター（汚水）通水開始 

金岡ポンプ場（汚水）通水開始 

  4年4月 下水道局庁舎移転（ＪＡ岡山ビル4F，5F） 

  6年1月 上芳賀ポンプ場通水開始 

  6年4月 岡山市下水道公社設立 

  6年9月 下水道事業マスコットキャラクターに「モグリン」採用 

  6年10月 当新田ポンプ場通水開始 

  6年12月 瀬戸浄化センター処理開始 

  7年2月 特定環境保全公共下水道（中原処理区）事業着手 

  7年3月 吉井川処理区事業着手 

  8年3月 倉富ポンプ場通水開始 

  8年3月 政津ポンプ場通水開始 

  9年3月 野殿ポンプ場通水開始 

  11年3月  足守処理区事業着手 

  11年3月 野々口浄化センター処理開始 

  11年4月 瀬戸雨水ポンプ場運転開始 

  11年10月 中原浄化センター処理開始 

  12年3月 古新田ポンプ場通水開始 

  13年3月 建部浄化センター処理開始 

  13年11月 兼基ポンプ場通水開始 

  14年5月 吉井川浄化センター処理開始 

  14年5月 下水道局庁舎移転（市役所分庁舎） 

  15年4月 旭西浄化センターから流入汚水の一部を流域下水道へ送水開始 

  15年6月  岡山市総合政策審議会汚水処理施設整備検討委員会より「持続的な発展が可能な岡山市の

汚水処理施設整備の基本的な指針の策定について」答申 

  16年3月 足守浄化センター処理開始 

  17年3月 御津中央浄化センター処理開始 
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平成17年7月 桑野ポンプ場通水開始 

  18年6月 浦安ポンプ場通水開始 

  18年12月  高島浄化センターを廃止し、岡東浄化センターに統合 

  18年12月  (高島処理区を岡東処理区に統合) 

  19年3月 岡山市下水道公社解散 

  20年4月 桃太郎デザインの人孔鉄蓋を市内全域に適用拡大 

  21年3月 旭西浄化センター合流式下水道改善施設一部運転開始 

  22年4月 地方公営企業法の財務規定等を適用し企業会計を導入 

  22年5月 田中ポンプ場通水開始 

  24年4月 旭西浄化センターからの汚水を流域下水道へ全量送水開始 

  24年7月 北長瀬ポンプ場通水開始 

  25年3月  旭西浄化センターを廃止し、児島湖浄化センターに統合 

  25年3月  （旭西処理区を笹ヶ瀬川左岸処理分区に統合、名称を旭西排水センターに変更） 

26年4月 

旭西排水センター合流式下水道改善施設運用開始 

（雨水滞水池 30,000ｍ3、高速凝集沈殿処理施設15,000ｍ3／日、簡易処理施設 

341,040ｍ3／日） 

  27年4月 局の名称を下水道河川局に変更 

 

 

農業集落排水事業年表 

昭和60年4月 農林部耕地課において農業集落排水事業調査開始 

  63年4月 三和・日応寺地区農業集落排水事業着手 

平成2年9月 岡山市農業集落排水処理施設条例制定 

  2年10月 三和・日応寺第２地区農業集落排水処理施設供用開始 

  3年5月 国ヶ原地区集落排水処理施設供用開始 

  3年8月 三和・日応寺第１地区農業集落排水処理施設供用開始 

  6年8月 小串地区農業集落排水処理施設供用開始 

  7年8月 菅野地区農業集落排水処理施設供用開始 

  9年3月 宇甘東地区農業集落排水処理施設供用開始 

  9年3月 吉田地区農業集落排水処理施設供用開始 

  10年3月 塩納地区農業集落排水処理施設供用開始 

  10年3月 坂根地区農業集落排水処理施設供用開始 
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平成10年3月 弓削地区農業集落排水処理施設供用開始 

  10年3月 寺地・光明谷地区農業集落排水処理施設供用開始 

  10年8月 富吉地区農業集落排水処理施設供用開始 

  11年2月 観音寺地区農業集落排水処理施設供用開始 

  11年3月 鹿瀬地区農業集落排水処理施設供用開始 

  12年9月 田原地区農業集落排水処理施設供用開始 

  13年3月 保木地区農業集落排水処理施設供用開始 

  13年3月 鍛冶屋地区農業集落排水処理施設供用開始 

  13年3月 宿奥地区農業集落排水処理施設供用開始 

  13年5月 大内地区農業集落排水処理施設供用開始 

  14年4月 下水道局建設部計画調整課へ集落排水対策室設置 

  14年9月 湯須十谷地区農業集落排水処理施設供用開始 

  14年10月 西祖地区農業集落排水処理施設供用開始 

  14年10月 中牧地区農業集落排水処理施設供用開始 

  15年3月 肩脊地区農業集落排水処理施設供用開始 

  15年3月 菊山地区農業集落排水処理施設供用開始 

  16年3月 草ケ部谷尻地区農業集落排水処理施設供用開始 

  16年3月 大田地区農業集落排水処理施設供用開始 

  16年10月 山上地区農業集落排水処理施設供用開始 

  19年7月 紙工地区農業集落排水処理施設供用開始 

  22年4月 地方公営企業法の財務規定を適用し企業会計を導入 

  23年4月 コミュニティ・プラント（ひかり団地）を廃止し、御津新庄地区農業集落排水施設に統合 

  26年10月 御津新庄地区農業集落排水処理施設供用開始 
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用語の解説 

[あ行]  

アクションプラン ある政策や企画を実施するための基本方針、あるいは行動計画のことをいう。下水道事業の場合

では、汚水処理施設の10年程度での概成に向けて、コスト縮減や整備のスピードアップを図るた

め、発注方式の見直しや民間活力の活用、安価かつ機動的な新技術の導入等について定めた計画

のことです。 

維持管理費 管きょの清掃費、ポンプ場の電気代等の動力費、下水処理場の薬品費、補修費、委託費等とそれ

に係る人件費などです。 

一般会計繰入金 施設の維持管理費や企業債の元利償還金のうち、雨水処理に係る経費など税で負担する経費を一

般会計から下水道事業会計に繰り入れるものです。 

インフラビジネス 下水道、道路、河川、橋梁等の社会基盤を扱う経済活動のこと。 

インフラマネジメ

ント 

インフラ（インフラストラクチャーの略）とは、下水道、道路、河川、橋梁等の社会基盤のこと

であり、インフラマネジメントとは、インフラのストックマネジメント（ストックマネジメント

を参照）のこと。 

雨水ポンプ場 自然流下による雨水排除が困難な場合に、強制的に河川等に放流するために設置するポンプ場の

ことです。 

汚水処理施設 公共下水道や農業集落排水施設、その他の集合処理施設などの汚水を処理する施設の総称です。 

汚水ポンプ場 下水管は自然勾配により流下していますが、管の延長が長くなると地表面から深くなってしま

い、不経済になります。そのため、次のポンプ場や下水処理場、自然流下管への揚水を行うため

設置しているポンプ施設をいいます。 

[か行]  

合併処理浄化槽 公共下水道や農業集落排水施設、その他集合処理施設などが整備されていない地域でトイレ、台

所などの汚水を処理するときに設置される浄化施設です。単に、「浄化槽」という場合は、合併

処理浄化槽を指します。 

合併特例 公共下水道の管きょの補助対象範囲は、市町村規模が小さくなるほど補助が手厚くなるよう設定

されており、合併により市町村規模が大きくなると、補助対象範囲が縮小される。下水道事業を

実施している市町村が、合併により不利益を生じることのないように、合併前の市町村区分で補

助の適用が受けられる特例措置のこと。 

企業債 地方公共団体が、資金調達の手段として金銭を借入れることにより負う債務のことを地方債とい

います。地方債は、普通会計債（主として一般会計の財源調達）と公営企業債（公営企業の財源

を調達するためのもの）などに区分されます。 

基準外繰入金 一般会計から公営企業会計への繰入（繰出）金について、毎年度、地方財政計画において計上さ

れる公営企業繰出金の基本的な考え方に沿っているものが基準内繰入（繰出）金であり、それ以

外が基準外繰入（繰出）金です。 

業務継続計画

（BCP） 

大規模な災害、事故等で施設、設備等に相当の被害を受けても、優先実施業務を中断させず、例

え中断しても許容される時間内に復旧できるようにするため、策定・運用を行うものです。 

曲管 管きょを整備するにあたり、管きょの起点および方向または勾配が著しく変化する箇所、管きょ

径等の変化する箇所、段差の生ずる箇所等には必要に応じマンホールを設けることが基本となっ

ています。しかし、曲管を採用することで、管きょの浅埋化やマンホールの省略が可能となる場

合があり、その場合はコスト縮減や工期短縮等のメリットが図られます。 

経費回収率 下水道の経費について、使用料で賄うべき経費のうち、使用料収入でどれくらい賄うことができ

ているを表す指標で、100％を超えれば対象経費を使用料で賄えていると言えます。 

下水処理場 各家庭などから下水管により集められた汚水を処理する施設。汚水は微生物分解等により処理さ

れ、きれいな状態となり河川等に放流されます。 

高度処理 下水処理で通常行われる二次処理（沈殿と微生物による処理）より良好な水質が得られる処理の

こと。通常の二次処理の除去対象水質の向上を目的とするものや、二次処理では十分除去できな

い物質（窒素、りん等）の除去率向上を目的とするものがあります。 
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合流改善対策 雨天時の合流式下水道では、降雨初期に流出する下水の汚濁が高濃度になる特性があります。こ

のような現象を、ファーストフラッシュと呼んでいます。ファーストフラッシュは、晴天時に路

面や管きょ内に堆積した汚濁物質が、雨水によって洗い流されるため生じます。合流（式下水道

の）改善対策とは、ファーストフラッシュ時の下水を未処理放流させないようにしたり、貯留や

簡易処理を行うことで、公共用水域（河川、湖沼、港湾、沿岸地域その他公共の用に供する水域

及びこれに接続するかんがい用水路その他公共の用に供する水路）に放出される汚濁負荷量を分

流式下水道並みに低減させる対策のことです。 

合流式下水道 汚水と雨水を同一の管渠で集め下水処理場で処理するもので、コストが低く、工事が容易なため

大都市など早くから下水道整備にとりかかった都市で採用しています。一定の降雨量を超えた場

合に下水が未処理で河川などに放流されるため、放流先の水質保全上問題があります。 

コンポスト 下水道汚泥等の有機物を微生物によって分解した堆肥（コンポスト）のことです。 

[さ行]   

資本費 下水道施設に係る減価償却費と償還利息の合計のことです。 

資本費平準化債 企業債の元金償還期間が減価償却期間より短いために生じる資金不足額に対して発行が認められ

る起債。返済時期の偏りを減らし、世代間の負担を公平にする効果があります。 

処理区 下水を終末処理場により処理することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいいま

す。 

人口集中地区

（DID) 

国勢調査に基づき、人口密度の高い（4,000人／k㎡）地域及び人口5,000人以上を有する地域の

二つを満たしている市街地のことです。 

水密マンホール 水密マンホールとは、圧力がかかった環境下において内部の水が外部に漏れない、または流入し

ない性質（水密性）をもったマンホールのことです。 

ストックマネジメ

ント 

施設の健全度や重要度を考慮した効果的な点検・調査を実施し、安全性を確保するための適切な

維持修繕・改築など計画的かつ効率的に施設管理を行うことです。 

接続率 下水道処理区域（下水道が使えるようになった供用開始区域）内における人口のうち、下水道へ

接続している人口の割合です。 

全体計画区域 下水道事業は処理区ごとに、将来の地域の状況に対応した長期的な下水道の実施計画である全体

計画を策定しており、この区域を全体計画区域といいます。 

[た行]   

脱水機 （下水道汚泥）脱水機とは、遠心分離等の方法により、汚泥中の水分を飛ばし、半固形状態にす

る機器のことです。 

特定環境保全公共

下水道 

公共下水道のうち、市街化区域外にある農村部の生活環境の改善あるいは、湖沼等の自然環境の

保全を目的に整備する下水道のことです。 

[な行]   

事業計画区域 下水道事業は処理区ごとに、将来の地域の状況に対応した長期的な下水道の実施計画である全体

計画を策定し、この計画区域の中で、下水道整備の必要度が高く、５～７年の間に整備可能な区

域について、事業計画を策定しており、この区域を事業計画区域といいます。 

農業集落排水（事

業） 

農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水を処理することにより、農業用排水路や公共用水域

の水質保全を目的とした汚水処理施設のことです。 

[は行]   

排水区 分流式公共下水道の雨水計画において、雨水を吐口から河川等に排除することができる地域で公

共下水道管理者が定めます。 

普及率 下水道処理人口普及率と汚水処理人口普及率があり、前者は、行政人口（住民基本台帳人口）に

対する下水道を利用できる地域の人口（下水道処理区域人口）の割合であり、後者は、行政人口

に対する汚水処理施設を利用できる地域の人口（下水道処理区域人口、農業集落排水による処理

区域人口及び合併処理浄化槽による処理区域人口の合計）の割合です。 
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不明水 汚水（し尿及び生活雑排水）のみを処理する下水道処理施設に、何らかの原因で雨水や地下水な

どが流入することをいいます。  

分流式下水道 汚水と雨水を別々の管きょで集め、汚水は下水処理場で処理し、雨水は河川などに放流されるた

め水質保全上の問題が生じません。 

法適用企業 地方公営企業法の適用を受ける企業です。法非適用企業は地方公営企業法を適用せず、地方自治

法、地方財政法等の適用を受ける企業です。 

・法定事業（当然適用）：水道事業、工業用水道、鉄道事業、電気事業など７事業 

・財務規定等のみ当然適用：病院事業 

・任意適用：下水道事業他、条例により法の全規定又は財務規定等を適用できる事業 

[や行]   

有収水量 使用料徴収の根拠となる下水道へ排出される水の量。一般的には、上水道の使用水量を下水道へ

の排出水量とみなします。年間の汚水処理水量に対する有収水量の割合を有収率といい、この有

収率が高ければ効率が良いことになります。 

溶融スラグ 溶融スラグとは、溶融炉で約1,400℃の高温で廃棄物や下水道汚泥の焼却灰等を溶融した結果、

生成されるガラス質の固化物です。溶融スラグを破砕加工すれば、土木資材に利用することが可

能であり、公共工事での利用を図っているところです。(破砕後のスラグを材料として、イン

ターロッキングブロック、舗装用レンガ等が造られています。) 

[ら行]   

流域下水道 複数の市町村の汚水を処理するもので、下水処理場や幹線管きょを都道府県が整備・管理する下

水道のことです。 

[アルファベット]   

BCP（業務継続計

画） 

大規模な災害、事故等で施設、設備等に相当の被害を受けても、優先実施業務を中断させず、例

え中断しても許容される時間内に復旧できるようにするため、策定・運用を行うものです。 

BOD（生物化学的

酸素要求量） 

河川等の汚濁状況を測る代表的な指標で、水中の有機物は酸素を吸って生きている微生物によっ

て水と二酸化炭素などに分解されますが、BODはそれらの微生物が有機物を分解するときに消費

する酸素量として表され、数値が大きいほど、汚濁していることになります。 

COD（化学的酸素

要求量） 

海域と湖沼の環境基準に用いられ、酸化するのに必要な酸化剤の量から、水の汚濁状況を測る方

法です。 

DID（人口集中地

区） 

国勢調査に基づき、人口密度の高い（4,000人／k㎡）地域及び人口5,000人以上を有する地域の

二つを満たしている市街地のことです。 

OJT（オン・ザ・

ジョブ・トレーニ

ング） 

OJTとは、職場の上司や先輩が、部下や後輩に対し具体的な仕事を与えて、その仕事を通して、

仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・計画的・継続的に指導し、修得させること

によって全体的な業務処理能力や力量を育成する活動です。 

PPP/PFI（パブ

リック・プライ

ベート・パート

ナーシップ）/（プ

ライベイト・ファ

イナンス・イニシ

アティブ） 

PPPとは、公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームのことです。PFIとは、公共施工

等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を

民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方です。PFI

は、PPPの代表的な手法の一つであり、PPPの中には、PFI、指定管理者制度、市場化テスト、公

設民営（DBO）方式、さらに包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれます。 



 

 



 


